
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
）　

　

一

〇
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
ど
も
家
庭
課
）　

一
一

 
規

則

　

肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
」
を
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
」
に
、「
国
家
公
務
員
等
共

済
組
合
法
」
を
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
受
給
者
証
の
」
を
「
受
給
者
の
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
課
税
年
額
」
の
下
に
「（
以
下
「
市
町
村
民
税
（
所
得
割
）
課
税
年
額
」
と
い
う
。）」
を
加

え
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

受
給
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
に
、
当
該
受
給
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
及
び

そ
の
配
偶
者
を
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康
保
険
法
を
除
く
。）
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
（
以
下
単
に
「
被
扶

養
者
」
と
い
う
。）
若
し
く
は
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
単
に

「
扶
養
親
族
」
と
い
う
。）
と
し
な
い
者
で
、
か
つ
、
当
該
受
給
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者

の
被
扶
養
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
で
な
い
も
の
又
は
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
受
給

者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
等
と
扶
養
の
関
係
に
な
い
者
」
と
い
う
。）
が
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
類
（
受

給
者
の
認
定
に
お
い
て
、
受
給
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
等
と
扶
養
の
関
係
に
な
い
者
の
市
町
村
民
税
（
所
得
割
）

課
税
年
額
を
合
算
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。）

　

第
三
条
中
「
受
給
者
証
」
を
「
受
給
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２　

受
給
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
に
は
、
受
給
者
の
認
定
の
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
受
給
者
は
、
受
給
者
証
を
添
え
て
、
当
該
受
給
者
の
認
定
の
有
効
期

間
の
満
了
前
に
、
肝
炎
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
受
給
者
有
効
期
間
延
長
申
請
書
（
延
長
投
与
用
）（
様
式
第
四
号

（
そ
の
一
））
又
は
肝
炎
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
受
給
者
有
効
期
間
延
長
申
請
書
（
治
療
休
止
期
間
用
）（
様
式
第

四
号
（
そ
の
二
））
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
申
請
に
準
用
す
る
。

　

第
五
条
中
「（
様
式
第
四
号
）」
を
「（
様
式
第
五
号
）」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「（
様
式
第
五
号
）」
を
「（
様
式
第
六
号
）」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２　

受
給
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
に
は
、
月
額
自
己
負
担
限
度
額
の
変
更
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
受
給
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
肝
炎
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ロ
ン
治
療
受
給
者
証
月
額
自
己
負
担
限
度
額
変
更
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一　

受
給
者
証

二　

受
給
者
及
び
受
給
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

三　

受
給
者
及
び
受
給
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町
村
民
税
（
所
得
割
）
課
税
年
額
を
証
明
す
る
書
類

四　

受
給
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
に
、
当
該
受
給
者
及
び
そ
の
配
偶
者
を
被
扶
養
者
若
し
く
は
扶
養

親
族
と
し
な
い
者
で
、
か
つ
、
当
該
受
給
者
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
の
被
扶
養
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
で
な
い
も

の
又
は
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
受
給
者
等
と
扶
養
の
関
係
に
な
い
者
」
と
い
う
。）

が
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
月
額
自
己
負
担
限
度
額
の
変
更
に
お
い
て
、
受
給
者
等
と
扶
養
の
関
係
に
な
い

者
の
市
町
村
民
税
（
所
得
割
）
課
税
年
額
を
合
算
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。）

４　

第
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
申
請
に
準
用
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「（
様
式
第
六
号
）」
を
「（
様
式
第
八
号
）」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「（
様
式
第
七
号
）」
を
「（
様
式
第
九
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「（
様
式
第
八
号
）」
を

「（
様
式
第
十
号
）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（1）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



 

 

号外第18号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

様式第１号（第２条関係）

肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書

 ��������������������������������������������������� 年　　月　　日

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

 ���������������������������������������� （〒　　　－　　　）　 　　　　　　　

 ���������������������������������� 申請者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ���������������������������������� 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

 ���������������������������������� 患者との続柄（患者の　　　　　　　　）　 　　　　

　肝炎治療に係る医療費用交付規則第２条第２項の規定により，下記のとおり申請します。

職　　　業生　年　月　日性　別

フ リ ガ ナ

氏 名患　
　
　
　

者

 � 　　年　　月　　日生

（満　　　　才）
男・女

（〒　　　－　　　）　 　　　　　　　　　（電話　　　－　　　　－　　　　　）

宮城県　　　　　　市・郡　　　　　　区・町・村

（マンション・アパート名，室番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住 所

医　

療　

保　

険

患 者 と の 続 柄被 保 険 者 氏 名

協会健保　・　船員　・　組合　・　共済　・　国保（一般・退職・組合）　・　後期高齢者保 険 種 別

被保険者証の記号・番号

保 険 者 番 号

名 称
被 保 険 者 証

発 行 機 関
所 在 地

所 在 地名 称
（
受
診
医
療
機
関
）

保
険
医
療
機
関

 

所 在 地名 称

所 在 地名 称

※認定の有効期間の開始日は，「申請書の受理日の属する月の初日」

から「診断書が作成された日の属する月の翌々翌月」までのいず

れかの月の初日のうち，申請者が指定した月の初日となります。
 ������� 月の初日

認定の有効期間（１年）の開 

始日　　　　　　　　　　　

　インターフェロン治療の効果・副作用等について説明を受け，治療を受けることに同意しましたので，肝炎インターフェロン治

療受給者証の発行を申請します。

 ������������������������������������ 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　印　　

　

　　　　　　年　　　月　　　日

　

　宮城県知事　　　　　　　　　　　　　　　殿



 

 

（3）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 

世　　帯　　調　　書

備考市町村民税（所得割）
課税年額職業満年齢患者と

の続柄世帯構成員名

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円合計

（市町村民税課税額合算対象除外希望者に係る記載欄）

　下記の者については，患者本人との関係において配偶者に該当せず，かつ，患者及びその配偶者との関係において相互に地方

税法上又は医療保険上の扶養関係にある者ではないため，所得階層区分認定の際の市町村民税額の合算対象から除外することを

希望します。

 ������������������������������������� 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　印　　

記

�

�

�

�

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名除

外
を
希
望
す

る
世
帯
構
成
員

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

自己負担限度額（月額）階　層　区　分

10,000円世帯の市町村民税（所得割）課税年額が
65,000円未満の場合A

30,000円世帯の市町村民税（所得割）課税年額が
65,000円以上235,000円未満の場合B

50,000円世帯の市町村民税（所得割）課税年額が
235,000円以上の場合C

（参考）

（注１）　 保険医療機関（受診医療機関）は県と肝炎治療特別促進事業に係る委託契約を締結している保険医療機関に限ります。ま

た，記載された保険医療機関以外では公費助成は受けられません。

（注２）　 以下の書類を添付してください。

１　肝炎インターフェロン治療受給者証の交付申請に係る診断書（様式第２号）

２　加入している医療保険の被保険者証等の写し

３　患者及び患者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

４　患者及び患者と同一の世帯に属する者の市町村民税（所得割）課税年額を証明する書類

５　患者及びその配偶者を医療保険各法（国民健康保険法を除く。）の規定による被扶養者（以下単に「被扶養者」という。）

若しくは地方税法第292条第１項第８号に規定する扶養親族（以下単に「扶養親族」という。）としない者で，かつ，患者

若しくはその配偶者の被扶養者若しくは扶養親族でないもの又は国民健康保険法の規定による被保険者（以下「患者等と

扶養の関係にない者」という。）がいるときは，これを証明する書類（受給者の認定において，患者等と扶養の関係にな

い者の市町村民税（所得割）課税年額を合算しないことを希望する場合に限る。）



　

様
式
第
八
号
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「対

象
保
健
医
療
機
関
又
は
保
健
薬
局

」
を
「対

象
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局

」
に
、

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

　

様
式
第
六
号
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「第

６
条

」
を
「第

６
条
第
１
項

」
に
、「政

府
管
掌

」
を
「協

会
健
保

」
に
、「保

健
医
療
機
関

」

を
「保

険
医
療
機
関

」
に
改
め
、「※

１

〜３
の
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

」
を
削
り
、

同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 

 

号外第18号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

保
健
医
療
機
関
又
は
保
健
薬
局

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局



 

 

（5）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 

様式第７号（第６条関係）

肝炎インターフェロン治療受給者証月額自己負担限度額変更申請書

 ��������������������������������������������������� 年　　月　　日

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

 ��������������������������������������� （〒　　　－　　　）　 　　　　　　　　　

 ��������������������������������� 申請者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ��������������������������������� 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　

 ��������������������������������� 受給者との続柄（受給者の　　　　　　　　）　 　　　

　肝炎治療に係る医療費用交付規則第６条第２項の規定により，下記のとおり申請します。

受 給 者 番 号

受　
　

給　
　

者

男　・　女性　　別
フ リ ガ ナ

氏 名 　　 � 年　　月　　日生
（満　　　　才）生年月日

（〒　　　－　　　）　 　　　　　　　　　（電話　　　－　　　　－　　　　　）

宮城県　　　　　　市・郡　　　　　　区・町・村

（マンション・アパート名，室番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住 所

変　更　を　希　望　す　る　事　由

※該当する事由の番号に〇を付けてください。ただし，１の場合には，併せて必要事項を記入してください。

１　世帯の市町村民税課税年額の合算対象からの除外によるもの

　下記の者については，受給者本人との関係において配偶者に該当せず，かつ，受給者及びその配偶者との関係において相互に

地方税法上又は医療保険上の扶養関係にある者ではないため，所得階層区分認定の際の市町村民税額の合算対象から除外するこ

とを希望します。

記

２　課税額の変更によるもの

摘 要

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名除

外
を
希
望
す

る
世
帯
構
成
員

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名

フリガナ
氏　　名



 

 

号外第18号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

世　　帯　　調　　書

備考市町村民税（所得割）
課税年額職業満年齢受給者と

の続柄世帯構成員名

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円 ���� 歳

 ������������� 円合計

（注）　 以下の書類を添付してください。

１　受給者証

２　受給者及び受給者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

３　受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の市町村民税（所得割）課税年額を証明する書類

４　受給者等と扶養の関係にない者がいるときは，これを証明する書類（月額自己負担限度額の変更において，受給者等と扶

養の関係にない者の市町村民税（所得割）課税年額を合算しないことを希望する場合に限る。）

自己負担限度額（月額）階　層　区　分

10,000円世帯の市町村民税（所得割）課税年額が
65,000円未満の場合A

30,000円世帯の市町村民税（所得割）課税年額が
65,000円以上235,000円未満の場合B

50,000円世帯の市町村民税（所得割）課税年額が
235,000円以上の場合C

（参考）



　

様
式
第
四
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

 

 

（7）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 



 

 

号外第18号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

様式第４号（その１）（第３条関係）

肝炎インターフェロン治療受給者有効期間延長申請書（延長投与用）

 ��������������������������������������������������� 年　　月　　日

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

 ���������������������������������������� （〒　　　－　　　）　 　　　　　　　

 ���������������������������������� 申請者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ���������������������������������� 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印　　　

 ���������������������������������� 受給者との続柄（受給者の　　　　　　　　）　 　　

　肝炎治療に係る医療費用交付規則第３条第２項の規定により，下記のとおり申請します。

受 給 者 番 号

受　
　

給　
　

者

　　　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで現 行 の
有 効 期 間

男　・　女性　　別
フ リ ガ ナ

氏 名 　　 � 年　　月　　日生
（満　　　　才）生年月日

（〒　　　－　　　）　 　　　　　　　　　（電話　　　－　　　　－　　　　　）

宮城県　　　　　　市・郡　　　　　　区・町・村

（マンション・アパート名，室番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住 所

　インターフェロン投与期間を，48週を超えて最大72週まで延長することについて，治療の効果，副作用等に関し，医師から十分

説明を受け，同意しましたので，肝炎インターフェロン治療受給者証の有効期間延長を申請します。

 ������������������������������������� 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　印　

　

　　　　　　年　　　月　　　日

　

　宮城県知事　　　　　　　　　　　　　　　殿

注　１　延長期間は，現行の有効期間に引き続く６箇月を限度とします。

　　２　裏面の医師記載欄は，診断書作成指定医療機関の医師による記入が必要です。

　　３　記入漏れ等がある場合には，認定されないことがありますので，ご注意ください。



 

 

（9）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 

医　師　記　載　欄

※以下の確認事項及び必要事項をすべて確認・記入の上，署名・捺印してください。

　受給者　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ　　　　　　　　　　　　）について，「Ｃ型慢性肝炎セログループ１

かつ高ウイルス量症例へのペグインターフェロン及びリバビリン併用療法における投与期間延長（72週間投与）の基準である，投

与開始12週後にＨＣＶ－ＲＮＡ量が前値の１／100以下に低下するが，ＨＣＶ－ＲＮＡが陽性（Real time PCR）で，36週までに

陰性化した症例に該当する。」と認められるので，48週プラス24週（トータル72週間）の投与期間延長が必要であると判断する。

　

（確認事項）

　　※該当する場合，□にチェックを入れ，下線部分を記入してください。

　　※有効期間延長の認定には，下記すべての□にチェックが入っていることが必要です。

　　　　□　申請者の診断名は，「慢性肝炎（Ｃ型肝炎ウイルスによる。）」である。

　　　　□　申請者の治療前ウイルス型及びウイルス量については，セログループ１かつ高ウイルス量症例である。

□　申請者は，ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の標準的治療（48週間）を開始し，本申請時，当該治療を

継続的に実施中である。

　　　　□　なお，現在治療開始後　　　　　週目で継続中である。（一時休薬期間は除く。）

　　　　□　申請者の治療経過について，下記の項目を満たす症例と判断されること。

　　　　　　投与開始後，継続的に治療を続け，

　　　　　　１　投与12週後は，HCV－RNAが陽性のままであり，かつ，HCV－RNA量が前値の１／100以下に低下

　　　　　　　　　（前値）検査日：平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　HCV－RNA量　　　　　　　（単位：　　　　　，測定法：　　　　　　　）

　　　　　　　　　（投与12週後）検査日：平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　HCV－RNA量　　　　　　　（単位：　　　　　，測定法：　　　　　　　）

　　　　　　２　投与36週までにHCV－RNAが陰性化（一時休薬期間は除く。）

　　　　　　　　　（陰性化の時期）検査日：平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　投与　　　　　　　　　　週後

□　申請者の変更後の治療は，標準的治療期間である48週間に連続して24週間を延長するもので，治療開始から最大で72

週間である。

□　変更後の治療予定期間（開始：平成　　　年　　月～終了：平成　　　年　　月予定）

（注）　 ペグインターフェロン製剤添付文書　（使用上の注意）の重要な基本的注意　において，「本剤を48週を超えて投与した場

合の安全性・有効性は確立していない。」とする記載がある旨，十分留意してください。

 ������������������������������������ 記載年月日　　平成　　　　年　　　月　　　日

　医療機関名及び所在地　

　医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



 

 

号外第18号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

肝炎インターフェロン治療受給者有効期間延長申請書（治療休止期間用）

 ��������������������������������������������������� 年　　月　　日

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

 ���������������������������������������� （〒　　　－　　　）　 　　　　　　　

 ���������������������������������� 申請者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ���������������������������������� 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印　　　

 ���������������������������������� 受給者との続柄（受給者の　　　　　　　　）　 　　

　肝炎治療に係る医療費用交付規則第３条第２項の規定により，下記のとおり申請します。

受 給 者 番 号

受　
　

給　
　

者

　　　年　　　月　　　日から　　　　　　　年　　　月　　　日まで現 行 の
有 効 期 間

男　・　女性　　別
フ リ ガ ナ

氏 名  � 　　年　　月　　日生
（満　　　　才）生年月日

（〒　　　－　　　）　 　　　　　　　　　（電話　　　－　　　　－　　　　　）

宮城県　　　　　　市・郡　　　　　　区・町・村

（マンション・アパート名，室番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住 所

　インターフェロン投与期間において，副作用等の要因により，当初の治療予定期間を超える可能性があるため，肝炎インターフェ

ロン治療受給者証の有効期間延長を申請します。

 ������������������������������������� 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　印　

　

　　　　　　年　　　月　　　日

　

　宮城県知事　　　　　　　　　　　　　　　殿

医　師　記　載　欄

※以下の必要事項を記入の上，署名・捺印してください。

　受給者　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ　　　　　　　　　　　　）について，インターフェロン投与期間にお

いて，副作用等の要因により，当初の治療予定期間を超える（計２箇月までの延長）可能性があるため，肝炎インターフェロン治

療受給者証の有効期間延長が必要であると判断する。

 ������������������������������������ 記載年月日　　平成　　　　年　　　月　　　日

　医療機関名及び所在地　

　医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

注　１　延長期間は，現行の有効期間に引き続く２箇月を限度とします。

　　２　医師記載欄は，治療実施医療機関の医師による記入が必要です。

　　３　副作用等の要因については，医師等に確認させていただくことがあります。

　　４　記入漏れ等がある場合には，認定されないことがありますので，ご注意ください。

様式第４号（その２）（第３条関係）



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
受
給
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
当
該
受
給
者
の
認
定
の
有
効
期
間
が
平

成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
満
了
す
る
も
の
に
係
る
改
正
後
の
肝
炎
治
療
に
係
る
医

療
費
用
交
付
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
の
提
出
期

限
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
と
す
る
。

３　

平
成
二
十
一
年
四
月
二
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
受
給
者
の

認
定
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
年
四
月
一
日
前
に
受
給
者
証
の
認
定
の
申
請
を
し
た
者
で
同
日
以
後
に
当
該
申
請
に

係
る
受
給
者
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
係
る
新
規
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
が
提
出
さ

れ
た
場
合
（
月
額
自
己
負
担
限
度
額
の
変
更
に
お
い
て
、
受
給
者
等
と
扶
養
の
関
係
に
な
い
者
の
市
町
村
民
税
（
所

得
割
）
課
税
年
額
を
合
算
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。）
に
は
、
当
該
書
類
は
、
同
日
に
提
出
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
開
始
の
届
出
等
）」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
開
始
届
（
様
式
第
五
号
の
二
）」
を
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事

業
・
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
開
始
届
（
様
式
第
五
号
の
五
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
障
害
児
相
談
支
援

事
業
等
変
更
届
（
様
式
第
五
号
の
三
）」
を
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
・
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
変
更
届
（
様

式
第
五
号
の
六
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
廃
止
・
休
止
届
（
様
式
第
五
号
の
四
）」
を

「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
・
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
廃
止
（
休
止
）
届
（
様
式
第
五
号
の
七
）」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
条
の
四
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
一
時
預
か
り
事
業
の
開
始
の
届
出
等
）

第
五
条
の
五　

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
一
時
預
か
り
事
業
開
始
届
（
様
式
第
五
号
の

八
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
一
時
預
か
り
事
業
変
更
届
（
様
式
第
五
号
の
九
）
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
一
時
預
か
り
事
業
廃
止
・
休
止
届
（
様
式
第
五
号
の
十
）

に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
同
居
の
届
出
等
）

第
五
条
の
二　

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
居
届
（
様
式
第
五
号
の
二
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

２　

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
居
を
や
め
た
旨
の
届
出
（
様
式
第
五
号
の
三
）
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

　

（
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
の
申
込
み
）

第
五
条
の
三　

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
の
申
込
み
は
、
児
童
自
立
生

活
援
助
実
施
申
込
書
（
様
式
第
五
号
の
四
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
第
七
号
の
二
」
を
「
第
七
号
の
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「生

活
保
護
法

」
の
下
に
「（昭

和
25   年

法
律
第
144

   号

）」
を
加
え
、「を

含
む

。  
）」
の
下
に
「及

び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（平
成
６
年
法
律
第
30   号

）

に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯

30,00

」
を
加
え
、「     0  円

以
下

15,000

」
を
「      円

以
下

30,001

」
に
、「      円

か
ら

80,000

      

円
15,00

」
を
「     1  円

か
ら

40,000

      円
80,00

」
に
、「     1  円

か
ら

140,000

       円
40,001

」
を
「      円

か
ら

70,000

      

円
140,00

」
に
、「      1  円

か
ら

280,000

       円
70,001

」
を
「      円

か
ら

183,000

       円
280,00

」
に
、「      1  円

か
ら

500,000

       

円
183,00

」
を
「      1  円

か
ら

403,000

       円
500,00

」
に
、「      1  円

か
ら

800,000

       円
403,001

」
を
「       円

か
ら

703,000

       

円
800,00

」
に
、「      1  円

か
ら
1,160,000

         円
703,001

」
を
「       円

か
ら
1,078,000

         円
1,160,00

」
に
、「        1  円

か
ら

1,650,00

        0  円
1,078,00

」
を
「        1  円

か
ら
1,632,000

         円
1,650,00

」
に
、「        1  円

か
ら
2,260,000

         円
1,632,001

」
を
「         

円
か
ら
2,303,00

        0  円
2,260,00

」
に
、「        1  円

か
ら
3,000,000

         円
2,303,001

」
を
「         円

か
ら
3,117,000

         円

」
に
、

3,000,00

「        1  円
か
ら
3,960,000

         円
3,117,00

」
を
「        1  円

か
ら
4,173,000

         円
3,960,00

」
に
、「        1  円

か
ら
5,030,000

         

円
4,173,00

」
を
「        1  円

か
ら
5,334,000

         円
5,030,00

」
に
、「        1  円

か
ら
6,270,000

         円
5,334,001

」
を
「         円

か
ら

6,674,00

        0  円
6,270,0

」
に
、「       0  1  円

6,674,00

」
を
「        1  円

」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（11）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 

１
　
こ
の
表
の
Ｃ
１
階
層
に
お
け
る
「
均
等
割
の
額
」
と
は
，
地
方
税
法
（
昭
和
25年

法
律
第
226号

）
第
292条

第
１

項
第
１
号
に
規
定
す
る
均
等
割
の
額
を
い
い
，
Ｃ
２
階
層
に
お
け
る
「
所
得
割
の
額
」
と
は
，
同
項
第
２
号
に
規
定

す
る
所
得
割
（
こ
の
所
得
割
を
計
算
す
る
場
合
に
は
，
同
法
第
314条

の
７
並
び
に
同
法
附
則
第
５
条
第
３
項
及
び

第
５
条
の
４
第
６
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。）
の
額
を
い
う
。

    な
お
，
同
法
第
323条

に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
減
免
が
あ
つ
た
場
合
に
は
，
そ
の
額
を
所
得
割
の
額
又
は
均
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等
割
の
額
か
ら
順
次
控
除
し
て
得
た
額
を
所
得
割
の
額
又
は
均
等
割
の
額
と
す
る
。

２
　
こ
の
表
の
Ｄ
１
階
層
か
ら
Ｄ
14階

層
ま
で
に
お
け
る
「
所
得
税
の
額
」
と
は
，
所
得
税
法
（
昭
和
40年

法
律
第
33

号
），
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32年

法
律
第
26号

）
及
び
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
，
徴
収
猶
予
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
22年

法
律
第
175号

）
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
さ
れ
た
所
得
税
の
額
を
い
う
。
た
だ
し
，
所
得

税
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
，
次
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

�
　
所
得
税
法
第
92条

第
１
項
及
び
第
95条

第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定

�
　
租
税
特
別
措
置
法
第
41条

第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
，
第
41条

の
２
，
第
41条

の
19の

２
第
１
項
及
び
第
41

条
の
19の

３
第
１
項
の
規
定

�
　
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
10年

法
律
第
23号

）
附
則
第
12条

の
規
定

３
　
こ
の
表
の
「
児
童
入
所
施
設
」
と
は
，
児
童
養
護
施
設
，
児
童
自
立
支
援
施
設
，
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
，

乳
児
院
，
助
産
施
設
及
び
里
親
を
い
い
，「
障
害
児
施
設
」
と
は
，
知
的
障
害
児
施
設
，
自
閉
症
児
施
設
，
盲
児
施

設
，
ろ
う
あ
児
施
設
，
肢
体
不
自
由
児
施
設
入
所
部
，
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
機
関
，
肢
体
不
自

由
児
療
護
施
設
及
び
重
症
心
身
障
害
児
施
設
を
い
う
。

４
　
障
害
児
施
設
に
お
い
て
，
入
所
者
の
年
齢
が
20歳

以
上
の
場
合
は
，
こ
の
表
に
か
か
わ
ら
ず
，
�
当
分
の
間
，
徴

収
金
基
準
額
（
Ｄ
14階

層
を
除
く
。）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
（
100円

未
満
切
捨
て
）
を
徴
収
金
基
準
額
と

し
，
�
Ｂ
階
層
に
属
す
る
世
帯
の
徴
収
金
基
準
額
は
０
円
と
す
る
。

５
　
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
が
Ｂ
階
層
と
認
定
さ
れ
た
世
帯
で
あ
つ
て
も
，次
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
る
場
合
に
は
，

こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
当
該
階
層
の
徴
収
金
基
準
額
は
０
円
と
す
る
。

�
　
単
身
世
帯
（
扶
養
義
務
者
の
い
な
い
世
帯
を
い
う
。）

�
　
母
子
世
帯
等
（
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
39年

法
律
第
129号

）
第
17条

に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
者

で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
の
世
帯
を
い
う
。）

�
　
在
宅
障
害
児
（
者
）（
社
会
福
祉
施
設
に
措
置
さ
れ
た
児
童
（
者
），
児
童
福
祉
法
第
24条

の
２
の
規
定
に
よ
り

障
害
児
施
設
を
利
用
す
る
児
童
，
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
17年

法
律
第
123号

）
第
６
条
の
自
立
支
援
給
付

の
受
給
者
（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
５
条
第
５
項
，
第
６
項
及
び
第
13項

か
ら
第
15項

ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
に
限

る
。）
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
22条

の
特
定
旧
法
受
給
者
を
除
く
。）
の
い
る
世
帯
（
次
の
イ
か
ら
ニ
ま

で
に
掲
げ
る
児
（
者
）
を
有
す
る
世
帯
を
い
う
。）

イ
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24年

法
律
第
283号

）
第
15条

に
定
め
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

ロ
　
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
48年

９
月
27日

厚
生
省
発
児
第
156号

）
に
定
め
る
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け

た
者

ハ
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
39年

法
律
第
134号

）
に
定
め
る
特
別
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
対
象
児
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
34年

法
律
第
141号

）
に
定
め
る
国
民
年
金
の
障
害
基
礎
年
金
手

当
等
の
受
給
者

ニ
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25年

法
律
第
123号

）
第
45条

に
定
め
る
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

�
　
そ
の
他
の
世
帯
（
保
護
者
の
申
請
に
基
づ
き
，
生
活
保
護
法
に
定
め
る
要
保
護
者
等
特
に
困
窮
し
て
い
る
と
児

童
福
祉
法
第
56条

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
長
が
認
め
た
世
帯
を
い
う
。）

６
　
同
一
世
帯
か
ら
２
人
以
上
の
措
置
児
童
等
が
こ
の
表
の
施
設
に
入
所
し
，
又
は
通
所
し
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
の

月
の
徴
収
金
基
準
額
の
最
も
多
額
な
措
置
児
童
等
以
外
の
措
置
児
童
等
に
つ
い
て
は
，
そ
の
施
設
の
こ
の
表
の
徴
収

金
基
準
額
（
４
の
適
用
後
の
徴
収
金
基
準
額
を
含
む
。）
に
0．
1を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
そ
の
措
置
児
童
等
の

徴
収
金
基
準
額
と
す
る
。
た
だ
し
，
平
成
18年

10月
１
日
以
降
に
お
い
て
，
児
童
入
所
施
設
，
母
子
生
活
支
援
施
設
，

児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部
及
び
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
に
入
所
し
，
又
は
通
所
し
て
い
る
措
置
児
童

等
の
属
す
る
世
帯
（
以
下
「
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
」
と
い
う
。）
の
扶
養
義
務
者
が
児
童
福
祉
法
第
24条

の

２
の
障
害
児
施
設
給
付
費
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
児
童
が
障
害
者
自
立
支
援

法
第
５
条
第
７
項
の
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
は
，
当
該
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
に
係
る

徴
収
金
基
準
額
に
つ
い
て
は
，「
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
＋
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
金
基
準
額

×
0．
1×
（
当
該
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
人
数
－
１
）」
を
当
該
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
に
係
る
上

限
（
当
該
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
う
ち
，
徴
収
金
基
準
額
が
全
額
徴
収
又
は
日
割

り
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部
，
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
，
知
的
障
害
児
通
園

施
設
，
難
聴
幼
児
通
園
施
設
及
び
肢
体
不
自
由
児
施
設
通
園
部
の
徴
収
金
基
準
額
で
あ
る
場
合
は
，
当
該
措
置
児
童

等
の
属
す
る
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
徴
収
金
基
準
額
の
合
算
額
を
当
該
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
上

限
額
と
す
る
。

　
な
お
，
児
童
福
祉
法
第
24条

の
２
に
定
め
る
障
害
児
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
等
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
は
，

障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
１
条
第
２
号
に
定
め
る
日
前
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
「
障
害
児
施
設
措
置
費
（
給
付

費
等
）
国
庫
負
担
金
に
つ
い
て
（
平
成
20年

２
月
29日

厚
生
労
働
省
発
障
第
0229001号

厚
生
労
働
事
務
次
官
通

知
）」
の
徴
収
金
基
準
額
と
す
る
。）
と
し
，
そ
の
額
が
そ
の
月
の
利
用
者
負
担
額
（
児
童
福
祉
法
第
24条

の
７
に
規

定
す
る
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
24条

の
20に

規
定
す
る
障

害
児
施
設
医
療
に
要
し
た
費
用
に
係
る
利
用
者
負
担
を
含
む
利
用
者
負
担
の
上
限
額
（
実
際
に
利
用
者
負
担
と
し
て

支
払
つ
た
額
が
上
限
額
を
下
回
る
場
合
は
当
該
支
払
つ
た
額
と
す
る
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
上
回
る
場
合
は
，

そ
の
額
と
障
害
児
施
設
の
利
用
者
負
担
額
と
の
差
額
を
児
童
入
所
施
設
，
母
子
生
活
支
援
施
設
，
児
童
自
立
支
援
施

設
通
所
部
又
は
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
と
し
，
障
害
児
施
設
の
利
用
者
負
担
額

が
当
該
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
上
限
額
を
上
回
る
場
合
は
，
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
は
０
円

と
す
る
。



　

別
表
第
二
中
「を

含
む
。

）」
の
下
に
「及

び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
者

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
三
号
の
二
中
「政

府
管
掌

」
を
「全

国
健
保

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
四
中
「（第

５
条
の
２
関
係

）」
を
「（第

５
条
の
４
関
係

）」
に
、「障

害
児
相
談
支
援
事
業
等
廃
止
・

休
止
届

」
を 

廃
止

（休
止

）届

」
に
、「障

害
児
相
談
支
援
事
業
等
を

」
を
「児

童

自
立
生
活
援
助
事
業

（小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

）を

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
の
七
と
し
、
同
様
式

の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

 

「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

　
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
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７
　
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
が
，
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
へ
通
所
す
る
場
合
に
お
け
る
通
所
に
係
る
費
用
は
，
次
の
算
式
に
よ
り
日
額
を
徴
収
す
る
。

　
　
算
式

　
　
　
徴
収
金
基
準
額
÷
そ
の
月
の
開
所
日
数
×
そ
の
月
の
通
所
し
た
日
数

（
注
）　
10円

未
満
の
端
数
は
，
切
り
捨
て
る
。
ま
た
，「
開
所
日
数
」
と
は
，
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
178号

）
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日
を
除
い
た
日
数
を
い
う
。

８
　
助
産
施
設
に
お
け
る
助
産
の
実
施
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�
　
児
童
福
祉
法
第
22条

に
規
定
す
る
助
産
の
実
施
は
，
そ
の
妊
産
婦
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
。

イ
　
そ
の
妊
産
婦
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
が
Ｄ
階
層
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
，
真
に
や
む
を
得
な
い
特
別
の

理
由
が
あ
る
と
き
は
，
Ｄ
階
層
の
う
ち
所
得
税
の
額
が
8,400円

ま
で
の
場
合
で
あ
つ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

ロ
　
そ
の
妊
産
婦
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
が
Ａ
階
層
及
び
Ｂ
階
層
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
，
そ
の
妊
産
婦
が

社
会
保
険
の
被
保
険
者
，
組
合
員
又
は
被
扶
養
者
で
あ
つ
て
，
そ
の
社
会
保
険
に
お
い
て
出
産
育
児
一
時
金
等

出
産
に
関
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
給
付
（
以
下
「
出
産
一
時
金
」
と
い
う
。）
の
額
が
350,000円

以
上
で

あ
る
と
き
。

�
　
入
所
妊
産
婦
に
係
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
，
そ
の
出
産
一
時
金
の
額
に
，
Ｂ
階
層
に
あ
つ
て
は
20％

を
，

Ｃ
階
層
に
あ
つ
て
は
30％

を
，
Ｄ
階
層
の
う
ち
所
得
税
の
額
が
8,400円

ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
50％

を
，
そ

れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
こ
の
表
の
徴
収
金
基
準
額
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
，
こ
の
表
の
徴
収
金
基
準
額
は
，
そ
の
入
所
し
た
日
か
ら
退
所
し
た
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
徴
収
金
基
準
額

と
み
な
す
。

様
式
第
５
号
の
８
（
第
５
条
の
５
関
係
）

一
時
預
か
り
事
業
開
始
届

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 氏
名
                 　

　
　
　
   　
　
　
　
　
　
印
　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 （法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
一
時
預
か
り
事
業
を
開
始
し
た
い
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届

け
出
ま
す
。

記

１
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

 ２
　
経
営
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 ３
　
条
例
，
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

 ４
　
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

 ５
　
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

 ６
　
事
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域
（
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
，
当
該
市
町

村
の
名
称
も
記
載
す
る
こ
と
。）

 ７
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
，
種
類
，
所
在
地
及
び
利
用
定
員

 ８
　
建
物
そ
の
他
設
備
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
そ
の
図
面

 ９
　
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

 （
添
付
書
類
）

 １
　
収
支
予
算
書

 ２
　
事
業
計
画
書



号外第18号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）
様
式
第
５
号
の
９
（
第
５
条
の
５
関
係
）

一
時
預
か
り
事
業
変
更
届

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 氏
名
                 　

　
　
　
   　
　
　
　
　
　
印
　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 （法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
一
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
，
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
届
出
を
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
の
で
，
児
童

福
祉
法
第
34条

の
11第

２
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
変
更
事
項

 ２
　
変
更
事
項
の
変
更
前
後
の
比
較

　
　
変
更
前

　
　
変
更
後

３
　
変
更
の
理
由

 ４
　
変
更
年
月
日

様
式
第
５
号
の
10（

第
５
条
の
５
関
係
）

一
時
預
か
り
事
業
廃
止
・
休
止
届

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 氏
名
                 　

　
　
　
   　
　
　
　
　
　
印
　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 （法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，　

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
届
出
に
よ
つ
て
開
始
し
た
一
時
預
か
り
事
業
を
 
し
た
い
の
で
，
児
童
福
祉
法

第
34条

の
11第

３
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
廃
止
し
，
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
（
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
休
止
の
予
定
期
間
も

記
載
す
る
こ
と
。）

２
　
廃
止
又
は
休
止
の
理
由

３
　
現
に
便
宜
を
受
け
て
い
る
乳
幼
児
に
対
す
る
措
置

廃
止
休
止



　

様
式
第
五
号
の
三
中
「（第

５
条
の
２
関
係

）」
を
「（第

５
条
の
４
関
係

）」
に
、「障

害
児
相
談
支
援
事
業
等
変
更

届
」
を 

変
更
届

」
に
、「障

害
児
相
談
支
援
事
業
等
に

」
を
「児

童
自
立
生
活
援
助

事
業

（小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

）
に
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
の
六
と
す
る
。

  
様
式
第
五
号
の
二
中
「（第

５
条
の
２
関
係

）」
を
「（第

５
条
の
４
関
係

）」
に
、「障

害
児
相
談
支
援
事
業
等
開
始
届

」

を 

開
始
届

」
に
、「障

害
児
相
談
支
援
事
業
等
を

」
を
「児

童
自
立
生
活
援
助
事
業

（小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

）を

」
に
、「事

業
の
運
営
の
方
針

」
を
「運

営
規
程

」
に
、

 

を

 

に
改
め
、同
様
式
を
様
式
第
五
号
の
五
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

 

「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

　
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

　
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業

「
７
　
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
，
種
類
及
び
所
在
地

　
８
　
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

 

（15）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 

「
７
　
事
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域
（
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
，
当
該

市
町
村
の
名
称
も
記
載
す
る
こ
と
。）

　
８
　
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
，
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
，

　
　
種
類
，
所
在
地
及
び
入
所
定
員

　
９
　
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日
 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 」



 

 

号外第18号　平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）

様式第５号の２（第５条の２関係）

同　　居　　届

 ���������������������������������������������������� 年　　月　　日　　

　　宮城県　　　　　保健福祉事務所長　殿

 ����������������������������������������������� 氏名　　　　　　　　　印　　

　下記のとおり児童を同居させたので，児童福祉法第30条第１項の規定により届け出ます。

記

児
童
を
同
居
さ
せ
た
者
の
欄

同

居

さ

せ

た

児

童

の

欄

職 業 ����� 歳男　・　女氏 名

家 業 が あ れ ば
そ の 具 体 的 内 容住 所

続　　柄年　　齢氏　　　　　名続　　柄年　　齢氏　　　　　名

同 居 し て
い る 親 族

関　　　係性　　別年　　齢氏　　　　　名

上記以外の同居人（児童を除く。）

同居させた者と
の間柄　　　　 ����� 歳男　・　女氏 名

本 籍 地

同 居 前 の
住　 　 所

同居の理由　１ 　養育　　２　雇用同居の目的

　学校名：　　　　　　　　　　　　　転校等就学の状況：就学の状況

職 業 ����� 歳男　・　女
親 権 を 行 う 者
又は未成年後見人
の 氏 名

住　所
親 権 を 行 う 者
又は未成年後見人
と児童との関係

児童を同居させるに
至つた動機　　　　年　　　月　　　日同居を始めた

年 月 日

１　親権を行う者又は未成年後見人が全部負担
２　親権を行う者又は未成年後見人及び児童を同居さ
せた者がそれぞれ負担
３　児童を同居させた者が全部負担
４　児童が全部負担

衣
食
費
負
担

有　（　　　年　　　月　　　日まで）

無

同 居 の
予 定 期 間

職業 ���� 歳男　・　女氏名
有
無

同 居 を 仲 介
した者の有無

住所

１　場所
２　仕事の内容
３　賃金

児童を働かせ
て い る 場 合

そ の 他
参 考 事 項

備考　１　「同居の目的」，「衣食費負担」及び「児童を働かせている場合」の欄は，該当する番号を〇で囲むこと。

２　「同居の予定期間」及び「同居を仲介した者の有無」の欄は，有無のいずれかを〇で囲むこと。有の場合には，同居の予

定期間又は同居を仲介した者の氏名等を記入すること。



（17）　 平成21年３月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第18号　　 
様
式
第
５
号
の
３
（
第
５
条
の
２
関
係
）

同
居
を
や
め
た
旨
の
届
出

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
　
　
　
　
　
保
健
福
祉
事
務
所
長
　
殿

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
下
記
の
と
お
り
同
居
を
や
め
た
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

氏
名

児
童
を
同
居
さ
せ
た
者
の
欄

住
所

氏
名

同
居
さ
せ
た
児
童
の
欄

性
別

年
齢

児
童
福
祉
法
第
30
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
居

を
届
け
出
た
年
月
日

同
居
を
や
め
た
年
月
日

同
居
を
や
め
た
理
由

様
式
第
５
号
の
４
（
第
５
第
の
３
関
係
）

児
童
自
立
生
活
援
助
実
施
申
込
書

　
〇
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
を
希
望
す
る
義
務
教
育
修
了
児
童
等

　
注
意
　
「
居
住
地
」
の
欄
は
，
住
民
票
の
住
所
に
か
か
わ
ら
ず
，
現
に
居
住
し
て
い
る
所
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
〇
義
務
教
育
修
了
児
童
等
の
家
庭
の
状
況

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
　
　
　
児
童
相
談
所
長
　
殿

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
を
希
望
す
る
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
33条

の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
児
童
福
祉

法
施
行
規
則
第
36条

の
26第

３
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
申
し
込
み
ま
す
。

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 （電
話
番
号
　
　
　
　
　
　　
　
　
）

居
住
地

 �
�
�
�
 年
　
　
月
　
　
日
　

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

 �
�
�
�
�
�
�
�
 満
　
　
歳

年
齢

名
称

職業の状況

入
居
を
希
望
す
る

住
居
の
名
称

就
業
先
の
名
称

所
在
地

 �
 （電
話
番
号
　
　
　
　
　
　　
　
　
）

児
童
自
立
生
活
援
助

の
実
施
を
希
望
す
る

理
由

備
　
考

職
　
　
　
業

（
勤
　
務
　
先
）

性
別

生
年
月
日

児
童
等

と
の
続
柄

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

区分世　帯　全　員

保
険
の
種
類
：
　
　
国
　
保
　
　
・
　
　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

社
会
保
険
等

の
加
入
状
況

有
　
・
　
無

生
活
保
護
受
給

被
保
険
者
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
続
柄
（
　
　
　
）

市
町
村
民
税
非
課
税
 ・
 市
町
村
民
税
均
等
割
 ・
 市
町
村
民
税
所
得
割
 ・
 所
得
税
課
税

課
税
状
況

  �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 印
　
　
　
　
　

児
童
自
立
生
活
援
助
事

業
を
行
う
者
の
名
称

（
施
設
長
の
印
）

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 （
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

担
当
者
（
部
署
）



　
　
　

附　

則

  
（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
二
を
第
五
条
の
四
と
す
る
改
正

規
定
、
第
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
五
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
別
表
第
一
、
別
表
第
二

及
び
様
式
第
三
号
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

  
（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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